
 



 



 

このたび、2026（令和 8）年度から 2035（令和 17）年度までを計画期間とする「稲沢市一

般廃棄物処理基本計画」を策定いたしました。 

私たちが日々排出するごみの適正な処理は、地域全体の生活基盤を安定させ、環境保全や循環

型社会の実現、さらには次世代への持続可能な未来づくりにつながる重要な事業であります。 

本計画では、ごみの排出抑制やリサイクルの推進、安定的な処理について、本市が取り組むべ

き方向性を示しています。 

 

計画期間である 10 年の間には、廃棄物行政を取り巻く環境の変化により、多くの課題が表面

化してくることが想定されます。 

人口減少や高齢化、ライフスタイルの多様化などにより地域コミュニティが変容する中で、隣

接する一宮市とのごみ処理の広域化といった大きな課題事業も予定されており、本市のごみ処理

の仕組みについて大きく見直す必要があります。 

本計画では、様々な課題や社会情勢の変化と向き合いながらも、ごみの発生抑制やリサイクル

率向上を目指すための目標を掲げております。 

そこには、長期的な視点で未来へと続く道を描き、新しい挑戦を始めようとする本市の決意が

込められています。 

 

本計画は、ごみ処理に関する総合的な指針であると同時に、循環型社会を構築し、未来世代が

安心して暮らせる持続可能な社会を築くための道標ともいえます。 

限られた財源の中で、最大限の成果を上げるために努力を続け、皆さまとともに挑むべき課題

に立ち向かってまいります。 

市民、事業者、行政が一体となり、小さな一歩から大きな変革を起こしていける稲沢市を築い

ていきましょう。 

皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

 

   2026（令和 8）年 3 月 

 

 

稲沢市長 加 藤 錠 司 郎   
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第 1 章 計画の基本的な考え方 

 

本市では、2021（令和 3）年 9 月に「稲沢市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050 年

までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目標とする取り組みを進めています。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、ごみ処理過程での温室効果ガス削減は重要な要素の一つ

です。 

また、人口構造の変化や地域コミュニティの変容、隣接する一宮市とのごみ処理広域化などの

社会変化が進むことにより、ごみの排出抑制及び適正処理は、今後益々求められる状況にありま

す。 

そのような中、前期計画期間（2016 年度から 2025 年度）においては、ごみの減量化が大き

く進みました。しかしながら、その一方では資源回収量がそれを上回るペースで減少しています。

これには、ライフスタイルの変化や民間資源回収場所の増加といった外部要因が大きく影響して

いると考えられますが、循環型社会の形成を目指すためには、資源の回収量を向上させる施策を

講じていく必要があります。 

また、本市の生活排水については、公共下水道、コミュニティ・プラント、浄化槽及び農業集

落排水施設で処理していますが、処理率は約 90.6％で、残りの 9.4％は未処理のまま水路等に排

出されているため、水質に影響を及ぼしているおそれがあります。 

さらに、河川や水路は、治水対策として、土や植生によらないコンクリート張り等の護岸整備

が進んできたことから、自然の浄化機能を失いつつあると言えます。 

市民にとって、快適で潤いのある生活環境を確保するためには、生活排水処理率の向上を図る

必要があります。 

以上のような状況を踏まえ、ごみ処理に関する総合的かつ中長期的な指針を示すものとして、

2026（令和 8）年度から 2035（令和 17）年度までの 10 年間を計画期間とする「稲沢市一

般廃棄物処理基本計画」を策定しました。 

計画の策定にあたっては、環境省が定める「ごみ処理基本計画策定指針」及び廃棄物処理法の

「基本方針」に基づき、国の政策との整合性を取りながら、本市特有の課題や地域の特性に対応

した内容を目指しています。 

本計画を通じて、市民や事業者との協働を基盤とした、効率的かつ持続可能なごみ処理体制の

構築を図るとともに、脱炭素による地球温暖化対策も講じながら、住みよい環境づくりに向けた

総合的な取り組みを進めてまいります。 
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2 計画の位置づけ  

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）第 6 条第 1

項の規定に基づき、本市区域内の一般廃棄物の処理について定める中長期計画です。 

 「稲沢市総合計画」及び「稲沢市環境基本計画」を上位計画とし、これらの計画と整合性を図

りながら、長期的な視点に立った一般廃棄物の安定処理及び減量化、再生利用に係る推進方策を

明確にします。 

 

 



第 1 章 計画の基本的な考え方 

 

3 計画の構成  

一般廃棄物処理基本計画は、「ごみ処理基本計画策定指針（環境省）」及び廃棄物処理法施行規

則第 1 条の 3 に基づき、ごみに関する部分（ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画）と生活排

水に関する部分（生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画）で構成されます。 

それぞれ、基本計画では廃棄物処理に関する基本的な事項について定め、実施計画では当該基

本計画の実施のために必要な各年度の事業について定めます。 

4 計画期間  

計画期間は、2026（令和 8）年度から 2035（令和 17）年度までの 10 年間とします。 

なお、「ごみ処理基本計画策定指針（環境省）」に基づき、概ね 5 年ごとに改定するほか、社会

経済情勢や関係法令が大きく変化した場合は適宜見直しを行います。 

 

5 適用範囲  

  本計画の対象地域は、本市全域とします。 

 

  本計画で対象とする廃棄物は、本市内から発生するすべての一般廃棄物とします。 
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 第 2 章 稲沢市の概況               

1 人口の動向  

本市の人口は、高度経済成長期以降、増加していましたが、2005（平成 17）年から 2010

（平成 22）年にかけて、初めて減少に転じました。 

出生数を死亡数が上回る社会状況が常態化する中、将来の人口減少は回避しようのない問題

であり、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本計画期間である 2026（令和 8）

年から 2035（令和 17）年にかけても、8 千人に近い人口減少が見込まれています。 

一方で世帯数は年々増加しており、核家族化や単独世帯の増加が進んでいることが分かりま

す。このような人口減少、少子高齢化に伴う人口構造及び世帯構成の変化により、今後、本市

のごみ処理や資源化を取り巻く環境も変化していくことが想定されます。 
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本市の 2025（令和 7）年度における年齢別の人口構成は、75 歳以上が 16.8%を占めてい

ます。 

 年少人口及び生産年齢人口が減少傾向である一方で、75 歳以上の老年人口は増加し続けて

います。 

 ごみの収集と地域コミュニティには密接な関わりがあり、人口構造の変化が及ぼす影響を注

視していく必要があります。 
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  本市の世帯数は全体的に増加傾向にあり、核家族化や単独世帯の増加が進んでいます。 

  特に 65 歳以上の単独世帯の増加は顕著であり、単独世帯全体に占める割合も高くなってい

ます。今後も高齢者世帯の増加が見込まれる中、ごみ出しを独力で行うことが困難な世帯への

排出支援や資源の適切な排出機会の確保などを行っていく必要があります。 
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 本市における流出入人口及び昼夜間人口の状況は図 7 及び表 5 に示すとおりです。 

 昼夜間人口比率は、いずれの年も 100%を下回っており、本市がベッドタウンであることが

わかります。 

 本市は名古屋市に近接し、東部にＪＲ稲沢駅（東海道本線）、中心部に名鉄国府宮駅（名古屋

本線）が所在することから交通の利便性が高く、勤務者及び通学者が市外へ流出している状況

がうかがえます。 
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2 産業の動向  

  本市は、製造業に従事する人口が多く、機械器具、プラスチック、エレクトロニクスなど広

い範囲の製造業が中心となっています。また、もう一方では全国有数の緑化木の産地としても

知られています。 

総就業者数は年々減少していますが、第三次産業の就業者数及び構成割合は増加傾向にあり

ます。 

 

  事業所数は、2013（平成 25）年から 2022（令和 4）年の 10 年間で 12 事業所増加し

ています。 

  従業員数及び製造品出荷額等は、2016 年以降に一時的な増加があったものの、その後は減

少に転じており、2013（平成 25）年から 2022（令和 4）年の 10 年間でみると減少傾向

にあります。 
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  本市は、大型商業施設が複数立地し、市外からも買い物客が訪れる環境にあります。 

  事業所数及び従業員数は 2016（平成 28）年には増加したものの、その後は減少に転じて

います。 

一方で年間商品販売額は増加傾向にあります。 

 

  本市は、緑化木の産地として知られており、近年は減退傾向にあるものの、依然として多く

の緑化木が生産されています。また、祖父江地区はぎんなんの一大産地として知られています。 

経営耕地面積は 2015（平成 27）年に大きく減少しましたが、田と樹園地については 2020

（令和 2）年に増加に転じています。一方で畑については、2015（平成 27）年の減少以降、

変化はみられません。 

農家数及び農業従事者数は減少傾向が顕著ですが、特に販売農家数については、2010（平

成 22）年から 2020（令和 2）年の 10 年間でほぼ半減しています。 
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3 関連する将来計画  

  中長期的な視点に基づき市政全般の基本的な方針を示す総合計画です。本市が策定するすべ

ての計画の最上位に位置し、2018（平成 30）年度から 2027（令和 9）年度を計画期間と

しています。本計画に関連する部分として、市民、事業者、行政の協働により、主にリデュー

ス（排出抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）に取り組み、循環型社会の形成を

目指すことが基本的な方針として掲げられています。 

 

  長期的視野に立って総合的かつ計画的に環境に関する施策を展開するための基本的な指針を

示す計画です。第 3 次は 2019（令和元）年度から 2028（令和 10）年度を計画期間として

います。 

 

  環境目標 2「環境にやさしい循環型社会の構築」には、本計画と関連する施策方針が掲げら

れています。各方針に関する基本施策として、本計画に定めている内容を表 12 に示します。 
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 第 3 章 ごみ処理の現状              

1 ごみ・資源の分別区分及び収集体制  

 本市におけるごみ・資源の分別区分及び収集体制は表 13 に示すとおりです。 

 

 

 

 上記のほか、ごみについては排出者自ら環境センターに直接搬入することができます。 

 なお、事業活動に伴って排出されたごみについては、自己搬入又は市の許可業者に収集運搬を

依頼する必要があります。  
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2 ごみ処理フロー  

本市におけるごみ処理フローを図 8 に示します。 
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3 ごみ処理施設の概要  

 本市が所有するごみ処理施設の概要を表 14 及び表 15 に示します。 

 ごみ焼却処理施設から発生する余熱は、発電、施設の暖房及び場外の余熱利用施設への供給等

で利用されています。 
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4 ごみ処理の実績  

 本市のごみ排出量の実績を表 16、図 9 に示します。 

 経年変化を見ると、1 人 1 日当たりのごみ排出量は徐々に減少しており、2024（令和 6）

年度は過去 10 年間で最も少ない数値となりました。 
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  本市の可燃ごみの組成調査結果を表 17、図 10 に示します。 

  重量比でみると「可燃ごみ」の組成割合が最も大きく、2023（令和 5）年度では 73.8%を

占めています。 

一方、資源化が可能なものは 24.9%で、どちらの組成割合も 2018（平成 30）年度の調査

結果から大きな変化はみられません。 

「可燃ごみ」に含まれる「手つかず食品」の組成割合は、2018（平成 30）年度の 6.0%か

ら 2023（令和 5）年度の 3.2%とほぼ半減しています。 
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  本市の不燃ごみの組成調査結果を表 18、図 11 に示します。 

  重量比でみると「不燃ごみ」の組成割合が最も大きく、2023（令和 5）年度では 71.0%を

占めています。 

  資源化が可能なものは、2023（令和 5）年度では 17.3%を占め、2019（令和元）年度の

22.2%から減少しています。 
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  本市の発火性危険物の組成調査結果を表 19、図 12 に示します。 

  組成調査は、発火性危険物別収集の導入初年度である 2024（令和 6）年度に 9 回実施しま

した。 

  組成割合の 9 割近くを「スプレー缶類」が占めています。 

 

  特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）において、再商品化の対象となる家電 4 品

目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫・保冷温庫、洗濯機・衣類乾燥機）については、同法に

基づくリサイクルが必要であるため、市では受入れを行っていません。 

 

  稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第 17 条で規定する適正処理困難

物及び同条例第 19 条で規定する排出禁止物は、ごみ処理実施計画において定めます。 

  主な品目は次のとおりとし、排出者自らが製造・販売事業者等に引き渡し、適正に処理する

ものとしています。 
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本市の品目別資源収集量の内訳を表 20、図 13 に示します。 

資源の総収集量は年々減少しています。特に「新聞・チラシ」、「雑誌」の減少が顕著である

一方、「ミックスペーパー（旧区分名：雑がみ）」は 2024（令和 6）年度から回収対象を拡大

した結果、増加に転じています。 
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本市の回収方法別資源収集量の内訳を表 21、図 14 に示します。 

  資源の収集量は年々減少しており、2024（令和 6）年度は過去 10 年間で最も少ない数値

となっています。特に町内回収資源の減少が顕著ですが、その一方で、拠点回収資源は増加し

ています。 
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  本市の環境センターごみ焼却処理施設の処理量の実績を表 22、図 15 に示します。 

  2024（令和 6）年度のごみ焼却施設処理量は過去 10 年間で最少の数値となりました。 

2019（令和元）年 5 月に発生した粗大ごみ処理施設の火災事故の影響により、2019（令

和元）年度から 2020（令和 2）年度にかけて不燃物類の処理量が大きく減少しています。 
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本市の環境センター粗大ごみ処理施設の処理量の実績を表 23、図 16 に示します。 

不燃ごみ及び粗大ごみは破砕処理前に選別し、金属類等の資源回収を行っています。また、

破砕処理後の工程においても、鉄類・アルミ類を機械選別し、資源化に努めています。 

  2024（令和 6）年度の粗大ごみ処理施設搬入量は過去 10 年間で最少の数値となりました。 

2019（令和元）年 5 月に発生した粗大ごみ処理施設の火災事故の影響により、2019（令

和元）年度から 2020（令和 2）年度にかけて他市及び民間事業者への委託処理が発生してい

ます。 
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環境センターにおける処理ごみの分析結果の推移を表 24、図 17、図 18 に示します。 
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本市の最終処分の実績を表 25、図 19 に示します。 

  焼却残渣及びキレート処理された飛灰は、最終処分場で埋立処分をしています。 

  2011（平成 23）年度からは焙焼、2018（平成 30）年度からはセメント化による資源化

を行っており、埋立処分量の減量化を図っています。 
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5 ごみ処理経費  

  本市のごみ処理経費を表 26、図 20 に示します。 

基幹的設備改良工事を行った 2015（平成 27）年度及び粗大ごみ処理施設の火災事故に伴

う復旧工事を行った 2019（令和元）年度から 2020（令和 2）年度にかけては、中間処理費

に建設改良費が計上されているため、ごみ処理経費が大きく増加しています。 
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6 ごみ減量及び資源化の取り組み状況  

 ごみの発生・排出抑制及び資源化のために実施してきた主な取り組みを表 27 に示します。 
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  本市では、家庭から出る生ごみの自家処理を推進し、ごみを減らすため、家庭用生ごみ処

理機等の購入費補助制度を設けています。 

 

  本市では、段ボールを使って生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの普及促進に取り組ん

でいます。 

環境センターでは、市民向けに段ボールコンポストのスタートセット（基材・マニュアル）

を無料で配布しており、出前講座や小学生の施設見学でも紹介しています。 

 

本市では、使用期間が短い子ども用品のリユースを推進することにより、ごみの減量化と子

育て支援に取り組んでいます。 

ベビーカー・チャイルドシートなどの大型育児用品やベビー服・子ども服を市が回収し、市

の施設において希望者に無償配布することで、子育て世代のリユース意識の醸成を図り、将来

のごみ減量化に繋げていきます。 
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  リサイクル資源として環境センターに持ち込まれた本のうち、まだ読めるものをリユース文

庫として配布しています。リユースの推進を図るとともに、利用者に対する周知・啓発機会と

しても活用しています。 

 

  リユースに関するノウハウや独自のプラットフォームを有する事業者と連携することで、リ

ユースの裾野を広げ、市民のリユース意識の醸成を図ります。 

  連携する事業者のリユース事業について、市は主体的に情報を発信し、市民が安心してリユ

ースに取り組めるような環境を整えます。 

 

  本市では、地域コミュニティと連携して資源を回収しています。 

リサイクルの推進及び地域コミュニティの活性化を図るため、市の分別収集に協力する行政

区や独自で資源回収を実施する団体に対して、対象品目の回収量に応じた奨励金を交付してい

ます。 
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  市民の排出機会を確保し、リサイクルを推進するため、市民センターや支所などの公共施設

で、「小型家電」、「植物性食用油」、「乾電池」、「水銀製品」の拠点回収を行っています。 

環境センターでは、「羽毛ふとん」や「インクカートリッジ」を含むさらに多品目の回収を行

い、資源の有効利用を図っています。 

 

  2024（令和 6）年 7 月に「雑がみ」の分別基準を見直し、それまで「リサイクルできない

紙類」として焼却していたものを回収対象に加え、区分名も「ミックスペーパー」に変更しま

した。 

これにより、感熱紙や防水加工紙などのいわゆる難再生古紙やプラスチックなどの異素材が

ついたままの紙類を資源として回収可能となり、分別基準もより分かりやすくなっています。 

また、排出方法についても、ビニール袋に入れて出すことができるようになり、紙類を資源

として排出しやすくなりました。 

回収対象の拡大及び分別基準の緩和により、市民の分別負担の軽減を図り、紙類のリサイク

ルを推進します。 

 

  水平リサイクルとは、使用済み製品を原料として何度も同じ種類の製品に作り変えるリサイ

クル方法であり、資源の節約や環境負荷の低減といった点でカスケードリサイクル（品質の低

下を伴うリサイクル）と比較して優れたリサイクルシステムであると言われています。 

本市では、高度なリサイクル設備を有する事業者との連携により、回収したペットボトルを

すべて同じペットボトルに水平リサイクルする取り組みを行っています。 

リサイクル先の見える化により市民の分別意識の向上を図り、ペットボトルのリサイクルを

推進します。 

 

分別ルールの浸透のため、市広報、稲沢市資源とごみの分別辞典、ごみ・分別カレンダー、

市ホームページ、市公式ＳＮＳ、ごみ分別アプリなど多様な手段により広報を展開しています。 

  ごみ分別アプリについては、日本語、英語、中国語（簡体）、韓国語、ポルトガル語、タガロ

グ語、ベトナム語の７言語に対応しており、分別ルールが伝わりにくい外国人への広報手段と

して活用しています。 

 

  循環型社会の推進及び埋立処分量の減量化を図るため、不燃ごみ及び粗大ごみの破砕残渣か

ら鉄類・アルミ類を選別し、資源化に努めています。また、焼却残渣についても、焙焼やセメ

ント化により民間施設での資源化を行っています。 

 

 食品ロスの削減のため、稲沢市社会福祉協議会と連携してフードドライブに取り組んでいま

す。集まった食品は、市内子ども食堂運営団体を中心に引き渡され、必要とする方のもとへ届

けられます。  
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 要介護認定を受けた 65 歳以上の方で構成された世帯など、ごみ出しを独力でできない世帯

を対象に、ごみや資源を自宅から直接収集する「ふれあい収集」を行っています。 

 収集時には収集員が声掛けによる安否確認を行い、何らかの異常が見受けられた場合には、

ご家族や関係機関と連絡を取り、適切に対応しています。 

「ふれあい収集」の実施件数は年々増加しており、今後も増加することが予想されます。 

  支援を必要とする方への周知を進め、高齢化や単独世帯の増加に伴う社会課題に対応する事

業として維持・継続を図ります。 

 

  引越しや遺品整理などに伴って一時的に多量に発生するごみの処理について、無許可の回収

業者を利用しないよう市ホームページや分別辞典等で周知しています。 

  特に民間事業者が提供する遺品整理サービスについては、少子高齢社会の進行や高齢者の独

居の増加により、今後も社会的な需要が高まることが予想されます。 

遺品整理サービスの一連の流れの中でごみの不適正処理が行われないよう、市民や事業者に

注意を呼び掛けるとともに、市の一般廃棄物収集運搬許可業者のうち、遺品整理関連の依頼に

対応可能な事業者を市ホームページへ掲載することで、ごみの適正な処理を促しています。 

 

  近年、ごみ処理工程において、モバイルバッテリーや電子タバコなどのリチウムイオン電池

使用製品を原因とした火災事故が全国的に多く発生しています。 

  本市でも環境センターや収集車において同様の火災事故が発生しており、発火のおそれがあ

るごみの混入を防ぐため、スプレー缶類やリチウムイオン電池使用製品、ライター類を発火性

危険物として区分し、ステーション収集しています。 

  リチウムイオン電池使用製品については、小型家電として拠点回収でも回収しています。 

市民の排出機会を可能な限り多く確保することで、ごみへの混入防止及び適正処理に努めて

います。 
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  主に市内小学校を対象に環境センターの施設見学を受け入れています。 

  施設内見学コースの案内やごみ処理工程の映像視聴、ごみ減量に関する座学等により、次世

代を担う子どもたちの環境意識を向上させるとともに、子どもたちを通して各家庭への啓発を

図ります。 

 

  市民からの要望に応じて開設する市役所出前講座のメニューとして、主に「ごみ減量とリサ

イクル」をテーマに実施しています。 

  ごみの分野になるべく興味や関心を持っていただけるように、座学だけではなく、分別ゲー

ムやごみに関するクイズ、段ボールコンポストの紹介など、体験や分かりやすさを意識した環

境学習を推進しています。 

また、学習がすぐに行動に結びつけられるよう、啓発資材として作成したミックスペーパー

回収袋や発火性危険物回収袋、段ボールコンポスト基材等の配布も行っています。 

 

  各種イベントへの出展により、来場者への環境意識啓発を進めます。過去にはミックスペー

パーを原料に製造されたオリジナルトイレットペーパーの配布やフードドライブの開催、リユ

ース子ども服の配布会などを実施しました。 

 

リユースに関するノウハウや独自のプラットフォームを有する事業者と連携することで、リ

ユースの裾野を広げ、市民のリユース意識の醸成を図ります。 

  連携する事業者のリユース事業について、市が主体的に情報を発信し、市民が安心してリユ

ースに取り組めるような環境を整えます。 

 

  官民連携による啓発イベントや出張授業等により、民間企業の専門的な知識や経験を活かし

た積極的な広報を行います。過去には、稲沢市消費生活展への協力出展や民間企業からの講師

派遣による市内小学校でのリサイクル啓発授業を実施しています。 

ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みの推進に賛同する企業その他団体及び個人事業

者をゼロカーボンシティいなざわ推進パートナーとして認定し、ごみの減量や資源循環などの

取り組みを推進します。 
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 第 4 章 ごみ処理に係る課題の抽出         

1 ごみの減量化の推進及びリサイクル率の向上  

  ごみの減量化が順調に推移している一方、それを大きく上回るペースで資源回収量が減少し

ていることから、リサイクル率の向上は本市の課題の一つです。資源回収量の減少には、民間

の資源回収場所の増加といった外的要因の影響も考えられますが、ごみの組成調査の結果から

は、依然として多くの資源がごみに混入していることが分かります。 

  分別ルールを市民一人ひとりに浸透させるため、社会構造や地域コミュニティの変化を念頭

に置いた幅広い情報発信や環境教育について、柔軟に取り組んでいく必要があります。 

  また、現状ごみとして処分しているものを新たに資源化することも、ごみの減量化及びリサ

イクル率の向上に直接的に資する取り組みです。 

特にプラスチック製品の分別収集及び資源化については、2022（令和 4）年度に施行され

た「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、導入を前提とした準備を

進めているところです。また、剪定枝の資源化など近隣自治体で導入実績があり本市でもごみ

の減量効果が見込める取り組みについては、導入に向けた調査・研究を進める必要があります。 

  ごみの減量化には産官学民の連携が不可欠であり、それぞれが主体的かつ相互連携して取り

組む体制を構築していくことが重要と考えられます。 

 

2 長期的なごみの安定処理に向けた効率化の推進  

  市が扱う一般廃棄物については何より安定的な処理が求められるところですが、人口減少や

地域コミュニティの変容による社会構造の変化は、将来的なごみ処理体制の維持に影響を及ぼ

すおそれがあります。 

特に労働人口が減少し、ごみ処理に携わる人材の確保も今後益々困難となることが予想され

る中、ごみ処理体制の見直しによる効率化は本市の長期的な課題であると言えます。 

また、現状のごみ収集体制においては、ごみ集積場所の維持・管理に地域の協力が不可欠で

すが、自治会加入率の低下や役員の高齢化等の問題が今後表面化していくことも想像されます。 

将来にわたって持続可能なごみ処理体制を構築するため、ＤＸの推進や民間企業の処理シス

テムの導入等により、ごみ処理の効率化及びごみ収集体制の見直しを進めていく必要がありま

す。 

 

3 地域コミュニティの変化に対応したごみ出し環境の整備  

 単独世帯や共働き世帯、高齢者世帯の増加により、市民のごみ出し環境は変化しています。 

 世帯構造の変化に合わせて適切な排出機会を確保することは、リサイクル率の向上を図り、

また、市民生活における利便性を高める上でも重要な課題であり、特に排出機会に優れた拠点

回収については拡充を検討していく必要があります。 

また、市民のごみ出しやごみ集積場所の維持・管理に係る負担を軽減するためには、ごみ出

しマナー等の情報発信や分別基準の見直しなど、様々な角度から市民目線での改善及び取り組

みを検討することが効果的であると考えます。  
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4 ごみ処理施設の整備  

 稲沢市環境センターは、2000（平成 12）年 3 月に竣工してからおよそ 2６年が経過して

おり、基幹的設備改良工事を行っているものの、老朽化が進行している状況です。 

 新たなごみ処理施設の整備においては、国及び県によるごみ処理の広域化及びごみ処理施設

の集約化の方針を踏まえ、本市と一宮市の 2 市で構成する「尾張西部ごみ焼却処理等広域化ブ

ロック会議」を設立し、次期ごみ焼却処理施設の建設に向けて継続的に検討を進めています。 

 2025（令和 7）年 3 月に策定した「尾張西部ごみ焼却処理等広域化計画」においては、広

域化の基本方針を次のように定めており、今後は基本方針を念頭に一宮市と具体的な協議を進

め、広域処理の実現に向けた道筋を整備していく必要があります。 

  ごみ処理施設の建設に当たっては多大な費用が必要であるため、循環型社会形成推進交付金

の活用が前提となります。 

交付要件である「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化」、「家庭系ごみ処理の

有料化の検討」、「一般廃棄物会計基準の導入」については、本市においても進めていく必要が

あります。 

また、施設の建設費用そのものを抑えるため、施設規模の算定に影響するごみの減量化を進

めることが今後益々重要となります。 
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 第 5 章 ごみ処理基本計画             

1 計画の基本理念・基本方針  

地域にやさしい持続可能な循環型都市いなざわ 

  第 4 章で整理した本市の課題を踏まえ、本計画の基本理念として「地域にやさしい持続可能

な循環型都市いなざわ」を掲げます。 

  長期的なごみの安定処理、そしてごみのさらなる減量化のためには、地域や社会の変化に柔

軟に対応し、市民生活に寄り添った持続可能なごみ処理体制を構築していく必要があります。 

将来のごみ処理広域化や 2050 年の「ゼロカーボンシティいなざわ」といった将来像を見据

え、産官学民のパートナーシップによるごみ減量化及びリサイクル率の向上を一層推進すると

ともに、ごみの分野から本市をより暮らしやすい街にしていくための取り組みを進めます。 

 

  これまで取り組んできた３Ｒ【リデュース（排出抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再

生利用）】の推進を軸とし、資源循環の拡大・効率化に向けた施策から、資源の消費とごみの発

生を抑えた循環型都市の形成を目指します。 

  人口減少や少子高齢化、地域コミュニティの変容、価値観の多様化といった社会的な変化は、

将来的にごみの安定的な処理体制にも影響を及ぼす可能性があります。社会の変化に柔軟に対

応し、長期的な視点に立った持続可能な処理体制の構築を目指します。 

  世帯構成員の高齢化や単独世帯・共働き世帯の増加によって市民のライフスタイルは変化し

ています。ごみに関しても、多様な手段による情報発信や新たなごみ出し機会の確保など、ラ

イフスタイルの変化に合わせた見直しを検討する必要があります。 

市民の目線でごみ処理体制の在り方の検討を進め、ごみの分野から市民の安心と暮らしやす

さを考えます。 

  循環型都市の形成に向けては、行政だけではなく、市民や事業者それぞれが強みや役割を活

かし、取り組みを進めていく必要があります。 

産官学民が主体的かつ相互連携して、循環型社会の推進に取り組むことができる体制の構築

を目指します。 
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2 基本施策  

プラスチック製品について、現状では可燃ごみまたは不燃ごみとして処理していますが、

2022（令和 4）年度に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に

基づき、本市においても、分別収集及び資源化の導入に向けた準備を進める必要があります。 

将来的には、プラスチック製品とプラスチック製容器包装を一括で回収することで、効率的

な資源化と市民の分別負担の軽減を目指します。 

また、使い捨てプラスチック製品について、できるだけ使用しない生活様式を推奨するなど

排出抑制に向けた情報発信を行います。 

本市が実施した家庭系可燃ごみの組成調査では、生ごみが重量ベースで 4 割近くを占めてお

り、ごみの減量化のためには生ごみをターゲットとした減量施策を進めることが有効です。 

具体的な取り組みとして、各家庭での生ごみの自家処理を推進するため、生ごみ処理機や段

ボールコンポストの普及促進に努めます。 

  剪定枝を含む草木類は、環境センター処理ごみの物理組成分析結果において全体の 4%程度

を占めており、別収集及び資源化することができれば、ごみの減量化が大きく進むと考えられ

ます。先行して資源化に取り組む自治体を調査・研究し、本市での導入の可能性を検討します。 

 

  資源の総収集量が年々減少する中で、ミックスペーパーの回収量は、2024（令和 6）年度

に回収対象を拡大したことをきっかけとして大きく増加しています。 

本市のごみの組成調査では、資源化可能な紙類が可燃ごみに相当量含まれることが分かって

おり、ミックスペーパーの回収に重点的に取り組むことが、ごみの減量に寄与すると考えられ

ます。 

 

  フードドライブの実施や広報などを通じて市民のもったいない意識の醸成に努め、食品ロス

の発生量を減少させていくことを目指します。また、食品の買いすぎを抑制するための周知啓

発や、宴会時の食べ残しを減らすための「3010 運動」などの取り組みに関する情報発信につ

いても取り組んでいきます。 

 

資源化を推進するためには、市民や事業者とのパートナーシップが重要です。 

本市では、地域協働による資源の分別収集事業に取り組んでおり、同事業での資源収集量は

全体の半分以上を占めていることから、リサイクル率を向上させるためには、地域とのパート

ナーシップを深めていく必要があります。 

地域では、主に分別への協力や集積場所の維持・管理、地域のネットワークを活用した啓発

を、市では、収集資材の配布や奨励金の交付、分別ルールの広報等を行っており、連携しなが

らリサイクル率の向上を目指します。また、事業者とは、主にリサイクル技術の提供や広報、

環境学習の面で協力関係を構築し、「ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー」の枠組みも

活用しながら、共に資源化を推進します。  
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  ごみ処理体制について、将来的には、少子高齢化など社会構造の変化による影響が懸念され

る中で、循環型社会形成に向けた施策の推進や住民のごみ出しに関するニーズへの対応により、

これまでより高いレベルでの処理体制が求められることが想定されます。 

  社会の変化に対応できる強靭なごみ処理体制を構築するためには、デジタル技術の活用が効

果的であることが他の先進的な自治体の取り組みから分かっています。 

本市においても、運行管理システムの導入や粗大ごみ有料戸別収集のオンライン受付、ごみ

分別アプリの活用などについて検討を進めます。 

 

  本市では、主に「ステーション方式」によるごみ収集を行っていますが、ごみ集積場所を管

理する自治会への加入率が低下し、また地域の高齢化が進む中で、今後、ごみ出しに関する問

題が増加していくことが予想されます。 

  ごみ収集の方法として、ルート収集や戸別収集を導入することは、これらの問題に対して一

定の解決をもたらす可能性がありますが、本市に適した収集方法であるかどうかを調査・研究

し、慎重に検討を進める必要があります。 

 

  ごみの収集運搬や破砕処理などの処理過程において、リチウムイオン電池使用製品が原因と

考えられる火災事故が全国的に多発しています。ごみ処理施設での火災事故は、ごみの処理を

長期間停滞させるとともに、代替となる処理手段の確保及び施設復旧に多大な費用を要するこ

とから、発火の危険があるごみを別収集し、適切に処理することは重要な課題です。 

本市では、2024（令和 6）年 4 月より、リチウムイオン電池を使用した製品やスプレー缶

などの発火の危険があるごみを「発火性危険物」として区分し、ステーション収集しています

が、不燃ごみなどへの混入が依然として見受けられます。 

ごみへの混入を防ぐため、「発火性危険物」の別収集を市民に広く周知し、混入ごみの取り残

しを強化することで、さらなる徹底を図ります。 

また、多様な広報手段を活用し、市民一人ひとりの理解を深めていきます。 

  市民のライフスタイルが多様化し、単独世帯や共働き世帯が増加する中、排出日時が限られ

る収集方法では十分な排出機会を確保できない可能性があります。 

公共施設等で実施する拠点回収は、排出機会に優れた収集方法であり、本市においては乾電

池や小型家電などの一部の品目で導入しています。 

拠点回収の対象品目や実施拠点を拡充することは、市民の生活利便性を向上させるとともに、

減少傾向にある資源回収量の増加にも寄与すると考えられます。 

このため、拠点回収のさらなる拡充について、積極的に検討を進めていきます。 

 



第 5 章 ごみ処理基本計画 

 

  高齢者世帯の増加に伴い、ごみ出しが独力では難しい世帯への支援や、資源の排出機会を確

保することが重要です。 

本市が実施する「ふれあい収集」は、要介護認定を受けた高齢者単独世帯など、日常的なご

み出しが困難な世帯を対象としたごみ出し支援事業です。対象世帯には収集員が定期的に訪問

し、ごみ出しをサポートするとともに、安否確認を兼ねた声掛けも行っています。訪問時に異

常が発見された場合には、ご家族や関係機関と連絡を取り、適切な対応を行います。 

  支援が必要な方々への周知をさらに進め、市民生活と密接なごみの分野を通じて、高齢化と

いう社会課題に対応していきます。 

  一方で、「ふれあい収集」の実施件数は年々増加していることから、事業を維持・継続するた

めには、収集形態の見直しやＤⅩ等による収集の効率化にも取り組んでいく必要があります。 

 

  ごみ集積場所の維持・管理は、地域コミュニティが担っていることから、利用者によるごみ

出しマナーの遵守が地域コミュニティの負担軽減につながります。 

  本市では、地域からの要望に応じて、ごみ集積場所への掲示物や回覧用啓発チラシを個別に

作成しており、地域が抱える問題に連携して取り組んでいます。 

  また、ごみ集積場所へのカラス被害など市内全域で共通の問題に対しては、市ホームページ

や市公式ＳＮＳ等を活用し、広く情報を発信します。 

地域コミュニティと協力した情報発信を通じて、市民一人ひとりにごみ出しマナーを浸透さ

せ、より良い地域環境の実現を目指します。 

  一宮市との広域処理施設整備は、本市の将来的なごみ処理体制に大きく影響するため、循環

型社会形成推進地域計画等の状況に応じて様々な観点から見直しを進めていく必要があります。 

ごみの収集においては、運搬距離が大きく増加する可能性があり、その場合には収集コース

や車両台数など収集運搬体制の見直しが必要となります。新たな資源化品目の検討など、既存

の分別区分についても併せて見直しを行い、ごみの減量化を進めることが、収集運搬に係るコ

ストの抑制につながります。 

  また、新たなごみ処理施設での受入れ基準について、2 市の現有施設における受入対象ごみ

には相違点があるため、ごみ処理施設の設備仕様（破砕機の投入寸法等）を考慮した上で、必

要に応じて基準の統一を図る必要があります。 

広域化に向けた協議を進める中で、ごみ処理体制の見直しによる合理化を進め、広域化によ

るメリットを最大限受けられるようにします。 
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  一般廃棄物会計基準は、財務情報のうち一般廃棄物処理事業のみを切り出すことで、事業に

係る会計を客観的に把握することが可能なコスト分析手法です。 

  事業に要する費用の必要性や効率性について具体的に把握し、事業の効率化を図るとともに、

住民や事業者に事業の理解を得るために意義があるとされています。 

  2019（平成 31）年 3 月に循環型社会推進交付金取扱要領が改訂され、ごみ焼却施設を新

設する際の交付要件として、一般廃棄物会計基準の導入が追加されました。 

以上のことから、本市においても一般廃棄物会計基準を導入し、活用することで、ごみ処理

に関する事業の効率化を図るとともに、広域処理に向けた施設整備及び運営のあり方の検討を

進めます。 

 

  「一般廃棄物処理有料化の手引き（2022 年 3 月、環境省）」において、ごみ処理の有料化

は、ごみの排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革など

の施策手段として位置づけられています。 

本市では、粗大ごみの戸別収集や環境センターへの直接搬入において手数料を徴収していま

すが、市が収集する家庭系ごみについては、2025（令和 7）年度時点で有料化を実施してい

ません。 

近年、ごみの減量化は進んできているものの、2023（令和 5）年度一般廃棄物処理事業実

態調査によると、本市の 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量は 501g、県下 54 自治体中 34

位という結果であり、減量の余地はまだあると考えられます。 

また、将来的なごみの広域処理に向けて、ごみの減量化がこれまでよりも一層求められる状

況にあります。 

家庭系ごみ処理の有料化は、ごみの大幅な減量化が期待される施策であることに加え、導入

を検討することが、ごみ焼却処理施設新設時の循環型社会形成推進交付金の交付要件でもある

ことから、本計画におけるごみ減量目標の達成状況やごみ処理事業に係る財政負担状況等を注

視しつつ、総合的かつ慎重に検討を進めます。 

 地震や風水害などの大規模災害時には、大量の災害廃棄物が発生し、生活環境に重大な被害

を発生させるだけではなく、交通や生活、ライフラインの復旧を妨げます。 

まずは被災地から災害廃棄物を撤去することが、復旧・復興の第一歩です。 

大規模災害の発生時には、「稲沢市災害廃棄物処理計画」に基づく迅速かつ円滑な処理を実施

し、早期の復旧・復興を目指します。 

また、生活ごみの収集についても、発災初動期から被害状況等の調査を進めるとともに収集

体制の再構築を行い、早期の再開を目指します。 

災害対策においては平時の備えも重要です。平時から市民への情報発信や計画の見直し、災

害時応援協定に基づく連携体制の構築などソフト面の対策を中心に進めていきます。 

市職員に向けても定期的に研修や訓練を企画・実施することで、災害に対応できる体制の構

築に努めます。 
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3 ごみの減量目標  

 

推　計

R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

人 136,887 136,315 135,586 134,556 133,697 133,054 132,431 130,966 129,501

日 366 365 365 365 366 365 365 365 366

　収集 ｔ/年 22,972 23,228 23,015 22,771 21,650 20,888 20,675 20,333 19,861

　直接持込 ｔ/年 318 268 219 195 230 238 236 232 226

ｔ/年 23,290 23,496 23,234 22,966 21,880 21,126 20,911 20,565 20,087

ｇ/人･日 464.9 472.2 469.5 467.6 447.1 435.0 432.6 430.2 423.8

ｔ/年 20,557 20,040

　収集 ｔ/年 1,735 1,981 1,791 1,612 1,532 1,405 1,399 1,383 1,370

　直接持込 ｔ/年 1,053 1,186 1,086 979 1,004 939 935 924 916

ｔ/年 2,788 3,167 2,877 2,591 2,536 2,344 2,334 2,307 2,286

ｇ/人･日 55.6 63.7 58.1 52.8 51.8 48.3 48.3 48.3 48.2

ｔ/年 2,263 2,022

ｔ/年 106 128 118 132 118 124 121 120 118

ｇ/人･日 2.1 2.6 2.4 2.7 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5

ｔ/年 30 29 29 28

ｇ/人･日 0.6 0.6 0.6 0.6

ｔ/年 26,184 26,791 26,229 25,689 24,534 23,624 23,395 22,969 22,208

ｇ/人･日 522.6 538.5 530.0 523.1 501.4 486.4 484.0 480.5 468.5

　許可搬入 ｔ/年 6,640 5,758 5,981 5,991 5,970 5,810 5,735 5,693 5,656

　直接持込 ｔ/年 443 418 431 385 390 405 400 397 394

　計 ｔ/年 7,083 6,176 6,412 6,376 6,360 6,215 6,135 6,090 6,050

　許可搬入 ｔ/年 80 103 99 74 75 70 69 68 66

　直接持込 ｔ/年 30 32 19 1 2 2 2 2 2

　計 ｔ/年 110 135 118 75 77 72 71 70 68

ｔ/年 7,193 6,311 6,530 6,451 6,437 6,287 6,206 6,160 6,118

ｔ/年 1,813 1,807 1,773 1,773 1,723 1,722 1,702 1,682 1,662

　計　　　 ｔ/年 35,190 34,909 34,532 33,913 32,694 31,633 31,303 30,811 29,988

ｔ/年 1,188 722 719 673 594 527 527 521 517

ｇ/人･日 23.7 14.5 14.5 13.7 12.1 10.9 10.9 10.9 10.9

ｔ/年 3,145 3,086 2,913 2,749 2,495 2,279 2,267 2,242 2,223

ｇ/人･日 62.8 62.0 58.9 56.0 51.0 46.9 46.9 46.9 46.9

ｔ/年 104 127 123 109 100 101 110 109 108

ｇ/人･日 2.1 2.6 2.5 2.2 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3

ｔ/年 1,588 1,623 1,595 1,535 1,472 1,444 1,436 1,420 1,408

ｇ/人･日 31.7 32.6 32.2 31.3 30.1 29.7 29.7 29.7 29.7

　収集可燃ごみ由来 ｔ/年 8 47

　収集不燃ごみ由来 ｔ/年 44 264

　計 ｔ/年 52 311

ｔ/年 64 74 70 72 73 99 74 73 73

ｇ/人･日 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5

ｔ/年 4,901 4,910 4,701 4,465 4,140 3,923 3,887 3,896 4,123

ｔ/年 88 95 46 32 35 35 34 33 33

ｇ/人･日 1.8 1.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

ｔ/年 188 158 69 63 55 78 77 76 76

ｇ/人･日 3.8 3.2 1.4 1.3 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6

　アルミ類 ｔ/年 4 12 20 21 16 10 10 10 9

　鉄類 ｔ/年 76 256 411 367 377 354 352 342 306

　焙焼資源化 ｔ/年 394 393 294 293 297 890 881 867 844

　セメント化 ｔ/年 392 393 490 598 393 520 515 507 493

　計 ｔ/年 786 786 784 891 690 1,410 1396 1,374 1,337

ｔ/年 1,142 1,307 1,330 1,374 1,173 1,887 1,869 1,835 1,761

　家庭系資源化量 ｔ/年 6,806 6,525 6,346 6,167 5,604 5,875 5,828 5,797 5,930

　事業系資源化量 ｔ/年 425 414 404 345 303 462 455 455 471

　計 ｔ/年 7,231 6,939 6,750 6,512 5,907 6,337 6,283 6,252 6,401

ｔ/年 2,728 3,177 2,998 2,703 2,641 2,427 2,415 2,344 2,099

ｔ/年 2,558 2,579 1,944 1,802 1,784 1,547 1,540 1,494 1,338

ｔ/年 80 268 431 388 393 364 362 352 315

ｔ/年 90 330 623 513 464 516 513 498 446

ｔ/年 30,373 29,672 29,646 29,342 28,240 27,341 27,046 26,647 26,090

ｇ/人･日 606.2 596 599 597 577 563 560 557 551

　直接搬入ごみ ｔ/年 4,461 4,716 4,340 4,088 3,971 3,785 3,755 3,674 3,446

　計 ｔ/年 34,834 34,388 33,986 33,430 32,211 31,126 30,801 30,321 29,536

ｔ/年 3,333 3,422 3,677 3,453 3,659 3,341 3,306 3,255 3,170

ｔ/年 895 836 839 842 813 814 806 793 772

ｔ/年 3,442 3,472 3,732 3,404 3,782 2,745 2,716 2,674 2,605

ｔ/年 41,279 40,541 39,952 39,051 37,428 36,083 35,717 35,228 34,628

％ 17.5 17.1 16.9 16.7 15.8 17.6 17.6 17.7 18.5

％ 8.3 8.6 9.3 8.7 10.1 7.6 7.6 7.6 7.5　最終処分率

　リサイクル率

　計　　　 　

中
間
処
理

　破砕処理量

　破砕後可燃物類

　破砕後金属類

　破砕後不燃物類

　焼却処理量

  収集+直接持込
（1人1日平均排出量)

最
終
処
分

　焼却残渣主灰量

　焼却残渣飛灰量

　最終処分量

　総排出量

資
　
源
　
化

　集団回収　　　  

直
接
資
源
化

　分別収集　 

　地域ｽﾃｰｼｮﾝ 

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

　拠点回収　 

　計　　　　

施
設
処
理
資
源
化

　破砕前資源化

　小型家電資源化

　廃金属

　破砕後資源化

　灰資源化　 

　計　　　　 

　製品プラ

年間日数

　不燃ごみ

　計　　　

　し尿処理汚泥

ご
み
排
出
量

家
庭
系

　可燃ごみ

　計

　計

　粗大ごみ（戸別） 

　計　　　

事
業
系

　可燃ごみ

　不燃ごみ

　発火性危険物

区　　　分
実　績

　総 人 口　 10/1　
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推　計

R１０年度 R１１年度 R１２年度 R１３年度 R１４年度 R１５年度 R１６年度 R１７年度

128,036 126,571 125,107 124,240 123,373 122,506 121,639 120,772 (1) 社人研推計値

365 365 365 366 365 365 365 366 (2) 年間日数

19,282 18,764 18,254 17,889 17,426 17,017 16,611 16,254 (3) (3)
※

÷(5)
※

×(5) 　※R6実績値

220 214 208 204 199 194 189 185 (4) (5)－(3)

19,502 18,978 18,462 18,093 17,625 17,211 16,800 16,439 (5) (1)×(2)×(6)÷1,000,000

417.3 410.8 404.3 397.9 391.4 384.9 378.4 371.9 (6) 推計式：一次傾向線

19,456 18,933 18,417 18,048 17,581 17,167 16,756 16,395 (7) (5)－(34)　※製品プラの潜在量を減じた値

1,350 1,335 1,319 1,303 1,282 1,265 1,248 1,237 (8) (8)
※

÷(10)
※

×(10) 　※R6実績値

903 892 882 871 857 846 834 827 (9) (8)－(10)

2,253 2,227 2,201 2,174 2,139 2,111 2,082 2,064 (10) (1)×(2)×(11)÷1000000

48.2 48.2 48.2 47.8 47.5 47.2 46.9 46.7 (11) 推計式：べき曲線

1,992 1,969 1,946 1,920 1,888 1,862 1,834 1,818 (12) (10)－(35)　※製品プラの潜在量を減じた値

117 115 114 114 113 112 111 111 (13) (1)×(2)×(14)÷1000000

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 (14) R１～R６平均値

28 28 27 27 27 27 27 27 (15) (1)×(2)×(16)÷1000000

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 (16) R6実績

21,593 21,045 20,504 20,109 19,609 19,168 18,728 18,351 (17) R1～R8：(5)＋(10)＋(13)+(15)　R9以降：(7)＋(12)＋(13)+(15)

462.0 455.5 449.0 442.2 435.5 428.7 421.8 415.2 (18) (17)÷(1)÷(2)×1,000,000

5,623 5,593 5,567 5,542 5,519 5,498 5,479 5,460 (19) (19)
※

÷(21)
※

×(21) 　※R6実績値

392 390 388 386 385 384 382 381 (20) (21)－(19)

6,015 5,983 5,955 5,928 5,904 5,882 5,861 5,841 (21) 推計式：べき曲線

64 62 60 59 58 56 55 54 (22) (22)
※

÷(24)
※

×(24) 　※R6実績値

2 2 2 2 1 2 2 2 (23) (24)－(22)

66 64 62 61 59 58 57 56 (24) 推計式：べき曲線

6,081 6,047 6,017 5,989 5,963 5,940 5,917 5,897 (25) (21)＋(24)

1,642 1,622 1,602 1,582 1,562 1,542 1,522 1,504 (26) R17：一般廃棄物処理基本計画目標値から算出（汚泥量算出シート参照）

29,316 28,714 28,123 27,680 27,134 26,650 26,167 25,752 (27) (17)＋(25)＋(26)

509 504 498 496 491 487 484 482 (28) (1)×(2)×(29)÷1000000

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 (29) R6実績値

2,192 2,167 2,142 2,133 2,112 2,097 2,082 2,073 (30) (1)×(2)×(31)÷1000000

46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 (31) R6実績値

107 105 104 104 103 102 101 101 (32) (1)×(2)×(33)÷1000000

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 (33) R１～R６平均値

1,388 1,372 1,356 1,351 1,337 1,328 1,319 1,313 (34) (1)×(2)×(35)÷1000000

29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 (35) R6実績値

46 45 45 45 44 44 44 44 (36) (38)×15％
※

　※製品プラ量のうち収集可燃ごみ由来量の割合（プラ一括モデル事業報告書ｐ36より）

261 258 255 254 251 249 248 246 (37) (38)－(36)

307 303 300 299 295 293 292 290 (38)
(34)÷容器包装プラ比率（81.9％）×製品プラ比率（18.1％）※プラ一括モデル事業報告書ｐ42より
（R9年2月より開始のため、R8年度は2/12した値）

72 71 70 70 69 69 68 68 (39) (1)×(2)×(40)÷1000000

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 (40) R１～R６平均値

4,066 4,018 3,972 3,957 3,916 3,889 3,862 3,845 (41) (30)＋(32)＋(34)＋(38)＋(39)

33 32 32 32 32 31 31 31 (42) (1)×(2)×(43)÷1000000

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 (43) R6実績値

75 74 73 73 72 72 71 71 (44) (1)×(2)×(45)÷1000000

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 (45) R6実績値

9 8 8 8 8 8 8 8 (46) (46)
※

÷(55)
※

×(55) 　※R6実績値

301 298 294 290 285 281 277 275 (47) (47)
※

÷(55)
※

×(55) 　※R6実績値

826 808 792 779 764 750 736 725 (48) (48)
※

÷(63)
※

×(63) 　※R6実績値

482 472 463 455 446 438 430 423 (49) (49)
※

÷(63)
※

×(63) 　※R6実績値

1,308 1,280 1,255 1,234 1,210 1,188 1,166 1,148 (50) (48)＋(49)

1,726 1,692 1,662 1,637 1,607 1,580 1,553 1,533 (51) (42)＋(44)＋(46)＋(47)＋(50)

5,838 5,759 5,683 5,646 5,574 5,520 5,467 5,430 (52) (54)－(53)

463 455 449 444 440 436 432 430 (53)
R1～R8：(24)÷{(10)＋(13)＋(24)}×(54)＋(21)÷(62)×(50)
R9以降：(24)÷{(12)＋(13)＋(24)}×(54)＋(21)÷(62)×(50)

6,301 6,214 6,132 6,090 6,014 5,956 5,899 5,860 (54) (28)＋(41)＋(51)

2,067 2,042 2,017 1,990 1,956 1,929 1,900 1,883 (55) R1～R8：(10)＋(13)＋(24)－(42)－(44)  R9以降：(12)＋(13)＋(24)－(42)－(44)

1,318 1,302 1,285 1,269 1,247 1,230 1,211 1,201 (56) (55)－(57)－(58)

310 306 303 298 293 289 285 282 (57) (57)
※

÷(55)
※

×(55) 　※R6実績値

439 434 429 423 416 410 404 400 (58) (58)
※

÷(55)
※

×(55) 　※R6実績値

25,471 24,916 24,372 23,976 23,485 23,049 22,617 22,236 (59) R1～R8：(5)＋(21)　R9以降：(7)＋(21)

545 539 534 527 522 516 509 503 (60) (59)÷(1)÷(2)×1,000,000

3,399 3,358 3,316 3,274 3,225 3,182 3,137 3,105 (61) (26)＋(56)＋(58)

28,870 28,274 27,688 27,250 26,710 26,231 25,753 25,341 (62) (59)＋(61)

3,099 3,035 2,972 2,925 2,867 2,816 2,764 2,720 (63) (63)
※

÷(62)
※

×(62) 　※R6実績値

755 739 724 713 699 686 673 663 (64) (64)
※

÷(62)
※

×(62) 　※R6実績値

2,546 2,494 2,441 2,404 2,356 2,314 2,271 2,235 (65) (63)＋(64)－(50)

33,891 33,236 32,593 32,133 31,541 31,026 30,513 30,079 (66) (27)＋(28)＋(41)

18.6 18.7 18.8 19.0 19.1 19.2 19.3 19.5 (67) (54)÷(66)×100

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 (68) (65)÷(66)×100

推計根拠
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 数値目標が達成された場合、1 人 1 日当たりのごみ排出量は図 21 のように推移します。 

 

 本計画における数値目標を達成するためには、ごみの量を現況推移ケースからさらに約 3%

削減する必要があります。 

 数値目標の達成に向けて、既存の施策の中でもごみ減量効果が高いと考えられる施策に重点

的に取り組みます。また、今後のごみ減量化の進捗状況によっては、新たな品目の資源化や制

度の見直し等による減量化施策も視野に検討を進めます。 
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4 ごみ処理に関する各主体の役割  

・ ごみ減量施策に取り組み、ごみの発生抑制及び資源化を推進する 

・ ごみの安定処理を行う 

・ 市民、事業者、行政が協働してごみの発生抑制に取り組める体制を構築する 

・ 市民に向けた情報発信や環境教育に取り組む  など 

 

・ 商品の購入にあたって、マイバッグの持参や詰め替え可能製品の選択など、使い捨ての商

品を避ける行動により、ごみの発生抑制に努める 

・ 不要になったものはまずリユースを検討する、リユース品を選択的に利用する 

・ 3 キリ運動（使いキリ、食べキリ、水キリ）や 3010 運動への協力による生ごみの減量 

・ 生ごみ処理機や段ボールコンポストなどの利用により生ごみの自家処理を進める 

・ フードドライブやフードバンクに協力し、食品ロスの発生抑制に努める 

・ ごみの排出者として適正処理や分別、資源化に協力する  など 

 

・ 事業活動で生じたごみの適正処理及び資源化を推進する 

・ 賞味期限表示や 3 分の 1 ルールなどの商慣習の見直しによる食品ロス発生抑制に努める 

・ 在庫管理の徹底や製造工程の工夫など、循環型社会の形成に向けた見直しを行う 

・ 過剰包装を避ける製品設計を行う 

・ 事業者の立場や視点から市民への環境教育に取り組む  など 
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5 家庭系ごみの種類及び分別の区分  

 本市の家庭系ごみ及び資源の分別区分と収集体制を示す表 13 を再掲します。 
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6 ごみの適正な処理及びこれを実施する者  

 本市のごみの収集区分別の処理主体と処理方法及び処理施設を表 39 に示します。 
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 第 6 章 生活排水処理の現状            

1 基本方針  

最近になって、特に生活排水による水質汚濁、生態系や飲料水等への影響が問題となってき

ており、その対策の必要性と緊急性が社会的にも深く認識されるようになっています。 

このようなことから、生活排水を適切に処理することが重要となっており、市民に対し、生

活排水対策の必要性等について啓発を行うとともに、水質の改善を図ることによって多種類の

水生生物の棲息、河川の浄化改善を目指しています。 

 

生活排水対策の基本として、水の利用に関する普及啓発とともに、生活排水の処理施設を逐

次整備していくこととし、生活排水処理施設整備の基本方針については次のとおりとします。 

①人口の密集地域においては、公共下水道の整備を図る 

②密集地から離れた集落・家屋については、各戸で合併処理浄化槽により処理する 

 

2 生活排水の排出の状況  

本市における生活排水の排出の状況は、表 40 に示すとおりであり、2024（令和６）年度に

おいて、計画処理区域内人口 132,435 人のうち 119,940 人については、生活排水の適正処理

がなされています。 

合併処理浄化槽は、集合住宅において設置した比較的規模の大きなものが主体でしたが、2001

（平成 13）年 4 月から単独処理浄化槽の新設が禁止されたため、個人住宅において設置が増加

しています。 

なお、浄化槽設置整備事業については、1989（平成元）年度から事業を実施していますが、市

民の要望も強く、今後とも計画的な設置整備を図ることとしています。 

公共下水道は、2000（平成 12）年 4 月から順次供用開始しています。農業集落排水施設は、

千代地区始め 10 地区あり、1991（平成 3）年 6 月から順次供用開始しています。 

また、平六地区のコミュニティ・プラントは、2000（平成 12）年 4 月から供用開始してい

ます。 

農業集落排水施設の天池地区を始めとした 5 地区及びコミュニティ・プラントの平六地区は、

公共下水道へ順次編入します。  
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3 し尿処理施設の概要  

 本市が所有するし尿処理施設の概要を表 41 に示します。 

 し尿処理施設から発生する脱水汚泥は、助燃剤としてごみ処理施設で有効利用されます。 
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4 生活排水の処理主体  

本市における生活排水の処理主体を、表 42 に示します。 
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 第 7 章 生活排水処理基本計画           

1 生活排水の処理計画  

｢第 6 章 1 基本方針｣に掲げた理念、目標を達成するため、目標年度には生活排水処理率を

97.5％に上げることを目標とし、将来にわたっては公共下水道又は合併処理浄化槽により整備

を進め、おおむね全ての生活排水を施設で処理することを目指します。 

また、市内の各地域の実情に対応した処理方式を採用するものとします。 
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本市が、公共下水道または合併処理浄化槽を検討していく地域については、地区の特性、周

辺環境から処理方式を定めました。 

人口密集地においては公共下水道を主として、その他地域においては合併処理浄化槽により

順次整備を進めます。 

 

※浄化槽処理促進区域：下水道事業計画区域などを除く地域（別図参照） 

 

2 し尿・浄化槽汚泥の処理計画  

本市のし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬については、許可業者が浄化槽清掃業と併せて実施

しています。 

本市のし尿処理施設は、2026（令和８）年 3 月竣工で、1 日あたり 128kℓ までを処理す

ることができます。 

許可業者により収集されたし尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で一次処理され、処理水は

日光川上流流域下水道へ放流されます。 

また、し尿処理施設で発生した脱水汚泥は、ごみ処理施設で助燃剤として有効利用されます。 

 

｢第 7 章 1(1)ウ 生活排水の処理形態別内訳｣に基づく、し尿・浄化槽汚泥の排出状況を、表

47 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬・最終処分については、現在の形態で実施するものとします。 
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3 その他  

生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性、家庭でできる排水対策等について住民に周知を

図るため、定期的な広報・啓発活動を実施します。 

また、浄化槽については、定期的な保守点検、清掃及び法定検査について、広報等を通じて、

その徹底に努めるものとします。 

 


